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申請区分・申請日の記入モレ
原則、申請日の当日しか受付できません。
（土日祝日等で市役所が閉庁日を除く）

兵庫県後期高齢者医療広域連合 ３９２８２１５７

12345678

医療情報の記載方法のバラつき
（例）

三木市 280164

1234567 02

署名モレがないか再度確認

1号でも記入必要
2号は記入+保険証のコピー添付

主治医意見書遅延のため、結果が遅延することがあります。受診および問診
票の提出を促してください。また、介護保険の申請をしたこと、市から意見書が
送られてることを伝えてください。

変更の場合は、変更理由を必ず記入すること。
新規や更新の場合は、状況やサービスの利用有
無を記入してください。

認定申請の際の注意点

現在、申請件数の増加により結果が出るまでに、
約40～50日を要しています。



① 要介護認定の臨時的取扱いの終了について

介護保険最新情報Vol1105「新型コロナウイルス感染者に係る要介護認定の取扱いについて」において、有効
期限満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用できると示されておりますが、三木市では、令和4年
10月26日に通知しているとおり、原則、通常更新をお願いします。



② 要介護認定調査適正化について

項目 内容

1-10 洗身

不適切について

何らかの理由で背中や足先に手が届かない、湯船に浸かるだけやシャワーだけで洗身が
できていない場合でも、臭い・汚れ・痒み等がなければ「介助されていない」を選択。
臭い・汚れ・痒み等がある場合は、特記事項に記載し適切な介助の方法を選択。

1-10 洗身
2-9 整髪

介護者による介助がむしろ本人の自立を阻
害しているような場合について

入院中・入所中・デイサービス利用者について、安易に「全介助」を選択しないこと。
介護者の介助がむしろ本人の自立を阻害している場合（過剰な介助）は、実際の介
助の方法が不適切な場合に該当するため、適切な介助の方法を選択すること。

その他介助の方法で選択する項目においても同様。

3-4 短期記憶 ※短期記憶は5～１０分前の記憶について確認するため、朝ご飯や昼ご飯は何を食べ
たかの確認は短期記憶の確認としては不適切。
①訪問直前の記憶の確認
ア）訪問5分後に「私が来た時に何をされていましたか？」と質問
②日頃の直前（5～10分前）の記憶の確認
①と②が正解なら3点テストは不要。
①と②が難しい場合や怪しい場合は3点テストを実施。
また、3点テストが正解でも、日頃の直前の記憶がなければ「できない」を選択。

認定調査における各調査項目の選択について、全国・兵庫県の平均と比較して三木市の差異が際立つ項目について、
選択の基準となるポイントや選択に迷うポイントをまとめています。



項目 内容

4-12 ひどい物忘れ 2群の生活機能等(排泄など介助の項目)において、認知症により介助が必要な状況
（全てに指示や介助が必要な状況）でも、物忘れによる問題（手間）が発生してい
なければ「ない」を選択。※物忘れがあっても、その物忘れによって手間が発生しているか
で選択する。

5-3 日常の意思決定

②と③の選択基準について

勝手な自己決定・間違った自己決定は、「日常的に困難」ではなく「特別な場合を除い
てできる」になる。
2群の生活機能の介助の状況や7-2認知症の自立度と照らし合わせて考えること。
②「特別な場合を除いてできる」
認知症があり勝手な自己決定・間違った自己決定をする。
4群の問題行動が多少あっても2群が自立している人。
7-2が、ⅡaⅡbレベル。
③「日常的に困難」
「二者択一がどうにかできる」や「はい・いいえの応答ができる」レベルの人。
4群の問題行動があるだけで選択しない。
認知症により、2群に介助が必要な人
7-2が、ⅢaⅢbレベル。

② 要介護認定調査適正化について



③認定調査票の特記事項記載の注意点

1.個人名、生年月日、病院名など個人の特定につながる内容は書かないようにしてください。
「姓名とも答える事が出来る」「『〇〇さん』と呼びかけると・・・」「大正〇年〇月〇日と答えたが
日は２日間違っていた」「市内総合病院に入院・・・」など工夫して書いてください。

2.「介助」や“一部介助”という名の介助内容はありません。したがって「家族が介助している」
「職員が一部介助を行っている」などの表現は具体性がないので「家族が手引きしている。」「職
員が背部を洗っている」など具体的に介助内容を記述するようにしてください。
「一部介助」を選択する場合、選択根拠の説明として、自分でできていることと、介助を受け
ていることの両方を基本的に記述してください。

3.「支援が必要」という表現では、助言・見守りの程度なのか指示・命令・介助程度なのかが不
明です。具体的に程度を記述してください。書き分けをしないと5-3や7-2では選択肢が変わっ
てきます。



③ 無資格者への認知症介護基礎研修受講義務づけ



[受講方法]
①ｅラーニング（認知症介護研究・研修仙台センター
への申込）
②集合研修(神戸リハビリテーション福祉専門学校)
※詳細は兵庫県ホームページを確認ください。



上記の3つの研修は、市から推薦書が必要ですので、申込時に必要書類と推薦書交付依頼書を、市介護
保険課に提出してください。

④ 各研修受講について



厚生労働省より発出されています、

介護サービスに係る指定及び報酬
請求（加算届出を含む）に関連す
る申請・届出について、介護事業
者がすべての地方公共団体に対し
て所要の申請・届出を簡易に行う
ことを可能とする観点から、厚生
労働省において「電子申請届出シ
ステム」の整備が進められており、
三木市でも準備を進めているとこ
ろです。

令和5年5月頃を目途に進めており、
準備が出来次第、改めてご案内し
ます。

⑤ 介護保険サービス事業所指定における電子申請・届出
システムの運用開始に伴う対応等について


